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生 活 支 援 コーディネーター

 

！ 
●徳川２代将軍の秀忠の子である保科正之翁は會津藩初代藩

主。将軍の補佐役を務めていた頃から善政の人でした。大名の養

子制度を緩和してお家断絶に伴う浪人の増加を防ぎ、美風とさ

れた殉死を禁止し、江戸城出火の際には「戦国時代の遺物だ」と

焼失した天守閣を再建せずに、財政規律の順守に努めました。 

●また、寛文３年（1663）から９０歳以上の高齢者（身分や男女

を問わず）１日玄米５合を生涯給付する事業を単独で始めまし

た｡これは「最初で唯一の国民年金制度」と評価されています。 

▼明治以降の日本は、日露
明治 37

戦争
年～38年

や第一次
大 正 3 年

世界
～ 大

大戦
正 7 年

の結果､国の財政は深刻に逼迫
ひっぱく

し

ており､米
大

騒動
正７年

などの暴動が各地で頻発（戒厳令
大正 9年内務

が敷かれ
省に社会局

る程拡大
が設置された

）します。まず、

労働者
大正 11 年

保 護
健康保険法

が成立したものの､国策の「富国
ふこく

強 兵
きょうへい

」や“個人責任論” ｢家
いえ

制度
せいど

（舅

姑の面倒は嫁がみるのが当たり前だ）｣など世相もあり､事業として少しも前に進み

ません。▼更に関東
大 正

大震災
1 2 年

､
昭

世 界
和 4年（～

大 恐 慌
13年頃まで）

により、貧困者が激増、生活保護が国

政の急務となり､我国初の本格的な福祉法「救護法
昭 和 4 年

」が成立しました。しかし財政難

のため施行できず、昭和７年､競馬の益金を充てる法律の制定を待ってやっと施行

されるという状態でした。その後 児 童
昭和 8年児童

福 祉
虐待防止法

が加わりますが、昭和 12 年､日中

戦 争
～昭和 20年

勃 発
まで続いた

。急遽
きゅうきょ

内務省社会局が｢厚生省｣として独立し､｢社会
昭 和

事業
1 3 年

法｣ができま

す｡▼こうした多難
たなん

な経緯
けいい

を経
へ

て＋ 生 活
昭和 21年旧

保 護
生活保護法

＋障害
昭和 24年

福 祉
身障者福祉法

＋高齢
昭和 38年

福 祉
老人福祉法

＋

母子家
昭和 39 年

庭福祉
母子…福祉法

などの『福祉六法』が法律として成立したのは昭和 39年の事でした。 

 

？ 

   ！ 

日本の「２０５０年問題」と呼ばれるシナリオがあります｡人口減少（生産人口 

も減少）、後継者不足に陥り各種産業の技術革新が無くなる、エンドレスな長寿化、

出生率の激減、温暖化による環境悪化、貧困の蔓延…など、暗く辛いシナリオです。 

けれど「社会保障は費用が莫大だから…」 と社会保障を削ったり切ってしまった

政府は､社会不安や暴動などが蔓延する治安の悪化を招き、社会を混乱させ経済的

に逼迫
ひっぱく

するなど「百害あって一利無し」な事は世界各国で歴史が証明しています。 

３１０  

（ ）

 

 

気にかけ合うきっかけづくりと気にかけ合うつながりの維持を応援 

元気な地域であり続けるための「協議体」などの企画 

地域のお宝（住民さんの活躍の場､支え合い）を発掘して発信！ 


